
▽
所
得
税

１
．
制
度
の
概
要

⑴
所
得
税
と
は

所
得
税
と
は
、
１
月
１
日
か
ら
12
月
31
日
ま
で
の
１
年
間
の
個
人

の
所
得
に
対
し
て
課
さ
れ
る
税
金
で
す
。

⑵
所
得
税
の
算
出
の
仕
組
み

【
所
得
金
額
の
計
算
】

所
得
は
、
そ
の
性
質
に
よ
っ
て
次
の
10
種
類
に
分
か
れ
、
そ
れ
ぞ

れ
の
所
得
に
つ
い
て
、
収
入
や
必
要
経
費
の
範
囲
あ
る
い
は
所
得

の
計
算
方
法
等
が
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

①
利
子
所
得

預
貯
金
や
公
社
債
の
利
子
並
び
に
合
同
運
用
信
託
、
公
社
債
投

資
信
託
及
び
公
募
公
社
債
等
運
用
投
資
信
託
の
収
益
の
分
配
に

か
か
る
所
得
を
い
い
ま
す
。
※
原
則
と
し
て
源
泉
徴
収
さ
れ
課

税
が
完
結
す
る
た
め
確
定
申
告
の
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

②
配
当
所
得

株
主
や
出
資
者
が
法
人
か
ら
受
け
る
配
当
や
、
投
資
信
託
（
公

社
債
投
資
信
託
及
び
公
募
公
社
債
等
運
用
投
資
信
託
以
外
の
も
の
）

宗
門
総
合
振
興
計
画
の
一
環
と
し
て
、
適
正
な
寺
院
運
営
に
資

す
る
た
め
、『
宗
報
』（
令
和
２
年
４
月
号
）
よ
り
、
宗
教
法
人
の

会
計
・
税
務
に
つ
い
て
、
掲
載
し
て
お
り
ま
す
。

今
号
は
、
所
得
税
に
つ
い
て
掲
載
い
た
し
ま
す
。

寺院の適切な管理運営について

▷ 会計・税務⑬

寺院活動支援部〈一般寺院担当〉

宗門総合振興計画 vol.8 - 46

24宗報 2021年 5月号



等
の
収
益
の
分
配
に
か
か
る
所
得
を
い
い
ま
す
。

③
不
動
産
所
得

土
地
や
建
物
の
不
動
産
、
借
地
権
等
、
不
動
産
の
上
に
存
す
る

権
利
、
船
舶
や
航
空
機
の
貸
付
け
に
よ
る
所
得
を
い
い
ま
す
。

④
事
業
所
得

農
業
、
漁
業
、
製
造
業
、
卸
売
業
、
小
売
業
、
サ
ー
ビ
ス
業
そ

の
他
の
事
業
か
ら
生
じ
る
所
得
を
い
い
ま
す
。
た
だ
し
、
不
動

産
の
貸
付
け
や
山
林
の
譲
渡
に
よ
る
所
得
は
、
原
則
と
し
て
不

動
産
所
得
や
山
林
所
得
に
な
り
ま
す
。

⑤
給
与
所
得

勤
務
先
か
ら
受
け
る
給
与
、
賞
与
等
の
所
得
を
い
い
ま
す
。

⑥
退
職
所
得

退
職
に
よ
り
勤
務
先
か
ら
受
け
る
退
職
手
当
や
厚
生
年
金
基
金

等
の
加
入
員
の
退
職
に
起
因
し
て
支
払
わ
れ
る
厚
生
年
金
保
険

法
に
基
づ
く
一
時
金
等
の
所
得
を
い
い
ま
す
。

⑦
山
林
所
得

山
林
を
伐
採
し
て
譲
渡
し
た
り
、
立
木
の
ま
ま
で
譲
渡
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
生
じ
る
所
得
を
い
い
ま
す
。

⑧
譲
渡
所
得

土
地
、
建
物
、
ゴ
ル
フ
会
員
権
等
の
資
産
を
譲
渡
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
生
じ
る
所
得
、
建
物
等
の
所
有
を
目
的
と
す
る
地
上
権

等
の
設
定
に
よ
る
所
得
で
一
定
の
も
の
を
い
い
ま
す
。

⑨
一
時
所
得

一
時
所
得
と
は
、
上
記
①
か
ら
⑧
ま
で
の
い
ず
れ
の
所
得
に
も

該
当
し
な
い
も
の
で
、
営
利
を
目
的
と
す
る
継
続
的
行
為
か
ら

生
じ
た
所
得
以
外
の
も
の
で
あ
っ
て
、
労
務
そ
の
他
の
役
務
の

対
価
と
し
て
の
性
質
や
資
産
の
譲
渡
に
よ
る
対
価
と
し
て
の
性

質
を
有
し
な
い
一
時
の
所
得
を
い
い
ま
す
。

例
え
ば
、
次
に
掲
げ
る
よ
う
な
も
の
に
か
か
る
所
得
が
該
当
し

ま
す
。

・
生
命
保
険
の
一
時
金
や
損
害
保
険
の
満
期
返
戻
金

・
法
人
か
ら
贈
与
さ
れ
た
金
品

⑩
雑
所
得

雑
所
得
と
は
、
上
記
①
か
ら
⑨
ま
で
の
所
得
の
い
ず
れ
に
も
該

当
し
な
い
所
得
を
い
い
ま
す
。

例
え
ば
、
次
に
掲
げ
る
よ
う
な
も
の
に
か
か
る
所
得
が
該
当
し

ま
す
。

・
公
的
年
金
等

・
非
営
業
用
貸
金
の
利
子

・
著
述
家
や
作
家
以
外
の
人
が
受
け
る
原
稿
料
や
印
税

【
課
税
所
得
金
額
の
計
算
】

課
税
所
得
金
額
は
、
個
人
の
１
月
１
日
か
ら
12
月
31
日
ま
で
の
１

年
間
の
す
べ
て
の
所
得
か
ら
所
得
控
除
額
を
差
し
引
い
て
算
出
し

ま
す
。

所
得
控
除
と
は
、
控
除
の
対
象
と
な
る
扶
養
親
族
が
何
人
い
る
か

等
の
個
人
的
な
事
情
を
加
味
し
て
税
負
担
を
調
整
す
る
も
の
で
、

以
下
の
種
類
が
あ
り
ま
す
。

①
雑
損
控
除

災
害
、
盗
難
、
横
領
に
よ
る
損
失
が
あ
っ
た
と
き
。

②
医
療
費
控
除

多
額
の
医
療
費
を
支
払
っ
た
と
き
、
又
は
特
定
の
医
薬
品
を
購

入
し
た
場
合
。

情報コーナー
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③
社
会
保
険
料
控
除

自
己
又
は
自
己
と
生
計
を
一
に
す
る
配
偶
者
や
そ
の
他
の
親
族

の
負
担
す
べ
き
社
会
保
険
料
を
支
払
っ
た
場
合
。

④
小
規
模
企
業
共
済
等
掛
金
控
除

小
規
模
企
業
共
済
法
に
規
定
さ
れ
た
共
済
契
約
に
基
づ
く
掛
金

等
を
支
払
っ
た
場
合
。

⑤
生
命
保
険
料
控
除

生
命
保
険
料
、
介
護
医
療
保
険
料
及
び
個
人
年
金
保
険
料
を
支

払
っ
た
場
合
。

⑥
地
震
保
険
料
控
除

特
定
の
損
害
保
険
契
約
等
に
か
か
る
地
震
等
損
害
部
分
の
保
険

料
や
掛
金
を
支
払
っ
た
場
合
。

⑦
寄
附
金
控
除

国
や
地
方
公
共
団
体
、
特
定
公
益
増
進
法
人
等
に
対
し
、「
特

定
寄
附
金
」
を
支
出
し
た
場
合
。

宗
教
法
人
に
対
す
る
寄
附
金
に
つ
い
て
は
、
原
則
適
用
で
き
ま

せ
ん
。

宗
教
法
人
に
対
す
る
寄
附
金
で
寄
附
金
控
除
の
対
象
と
な
る
も

の
は
、
文
化
財
の
保
護
等
の
特
定
の
目
的
や
東
日
本
大
震
災
に

よ
り
被
災
し
た
宗
教
法
人
の
建
物
等
の
復
旧
の
た
め
の
寄
附
に

つ
い
て
、
財
務
大
臣
の
指
定
す
る
寄
附
金
と
な
り
ま
す
。

⑧
障
害
者
控
除

納
税
者
自
身
、
同
一
生
計
配
偶
者
又
は
扶
養
親
族
が
所
得
税
法

上
の
障
害
者
に
該
当
す
る
場
合
。

⑨
寡
婦
控
除
、
寡
夫
控
除

納
税
者
自
身
が
寡
婦
又
は
寡
夫
で
あ
る
と
き
。

⑩
勤
労
学
生
控
除

納
税
者
自
身
が
勤
労
学
生
で
あ
る
と
き
。

⑪
配
偶
者
控
除

納
税
者
に
所
得
税
法
上
の
控
除
対
象
配
偶
者
が
い
る
場
合
。

⑫
配
偶
者
特
別
控
除

所
得
が
あ
る
た
め
配
偶
者
控
除
の
適
用
が
受
け
ら
れ
な
い
と
き

で
も
、
配
偶
者
の
所
得
金
額
に
応
じ
て
、
一
定
の
金
額
の
所
得

控
除
が
受
け
ら
れ
ま
す
。

⑬
扶
養
控
除

納
税
者
に
所
得
税
法
上
の
控
除
対
象
扶
養
親
族
と
な
る
人
が
い

る
場
合
。

⑭
基
礎
控
除

基
礎
控
除
は
、
他
の
所
得
控
除
の
よ
う
に
一
定
の
要
件
に
該
当

す
る
場
合
に
控
除
す
る
と
い
う
も
の
で
は
な
く
、
一
律
に
適
用

さ
れ
ま
す
。

【
所
得
税
額
の
計
算
】

所
得
税
額
は
、
課
税
所
得
金
額
に
所
得
税
の
税
率
を
適
用
し
て
計

算
し
ま
す
。
所
得
税
の
税
率
は
、
所
得
が
多
く
な
る
に
し
た
が
っ

て
段
階
的
に
高
く
な
る
超
過
累
進
税
率
と
な
っ
て
い
ま
す
。

土
地
建
物
等
や
株
式
等
の
譲
渡
所
得
等
、
他
の
所
得
と
区
分
し
て

税
額
を
計
算
す
る
所
得
も
あ
り
ま
す
。

２
．
住
民
税

⑴
住
民
税
と
は

住
民
税
は
、
道
府
県
民
税
及
び
市
町
村
民
税
の
総
称
で
す
。

住
民
税
に
は
均
等
割
と
所
得
割
が
あ
り
、
均
等
割
は
す
べ
て
の
納

寺院の適切な管理運営について
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税
義
務
者
に
均
等
な
金
額
を
課
税
す
る
税
金
で
、
所
得
割
は
所
得
金

額
に
応
じ
て
課
さ
れ
る
税
金
で
す
。
そ
の
他
、
利
子
割
、
配
当
割
、

株
式
等
譲
渡
所
得
割
が
あ
り
ま
す
。

住
民
税
の
税
額
計
算
は
、
所
得
税
等
の
よ
う
な
申
告
納
税
方
式
で

は
な
く
、
行
政
が
税
額
を
算
出
す
る
賦
課
課
税
方
式
で
す
。

⑵
納
付
方
法

住
民
税
の
納
付
方
法
に
は
特
別
徴
収
に
よ
る
納
付
と
普
通
徴
収
に

よ
る
納
付
が
あ
り
ま
す
。

特
別
徴
収
と
は
、
前
年
中
に
確
定
し
た
住
民
税
の
金
額
を
、
６
月

か
ら
翌
年
５
月
に
給
与
を
支
払
う
際
に
月
割
相
当
額
を
徴
収
し
、
市

町
村
に
納
付
す
る
制
度
で
す
。

所
得
税
の
源
泉
徴
収
義
務
者
は
住
民
税
の
特
別
徴
収
義
務
者
と
な

り
ま
す
の
で
、
宗
教
法
人
は
住
民
税
の
特
別
徴
収
を
し
な
け
れ
ば
な

り
ま
せ
ん
。

な
お
、
普
通
徴
収
と
は
、
市
町
村
が
納
入
通
知
書
に
よ
り
直
接
納

税
義
務
者
へ
通
知
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
徴
収
す
る
制
度
で
、
年
間
の

住
民
税
額
を
４
回
に
分
割
し
て
納
付
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

⑶
納
期
限

①
特
別
徴
収
の
納
期
限
（
原
則
）

給
与
の
支
払
の
際
に
徴
収
し
た
住
民
税
は
、
翌
月
10
日
ま
で
に

納
付
し
ま
す
。

②
特
別
徴
収
の
納
期
の
特
例
（
半
年
ま
と
め
納
付
）

住
民
税
に
も
源
泉
所
得
税
と
同
様
に
、
納
期
の
特
例
が
あ
り
ま

す
。

６
月
か
ら
11
月
分
ま
で
は
12
月
10
日
、
12
月
か
ら
翌
年
５
月
分

ま
で
は
翌
年
６
月
10
日
が
納
期
限
と
な
り
ま
す
。

本
内
容
は
、
宗
派
顧
問
税
理
士
「
税
理
士
法
人
ゆ
び
す
い
」

編
著
の
『
実
務
が
わ
か
る
「
宗
教
法
人
会
計
・
税
務
」
基
礎
か

ら
行
政
手
続
き
ま
で
』（
株
式
会
社
出
版
文
化
社
、
２
０
１
８
）
に

基
づ
き
、
掲
載
し
て
お
り
ま
す
。

源
泉
所
得
税
と
同
様
、
給
与
の
支
給
人
員
が
常
時
10
人
未
満

で
、
各
市
町
村
に
「
市
民
税
・
県
民
税
特
別
徴
収
税
額
の
納
期

の
特
例
に
関
す
る
申
請
書
」
を
提
出
し
て
い
る
場
合
に
限
り
適

用
で
き
ま
す
。

③
普
通
徴
収
の
納
期
限

第
１
期
は
６
月
30
日
、
第
２
期
は
８
月
31
日
、
第
３
期
は
10
月

31
日
、
第
４
期
は
翌
年
１
月
31
日
を
納
期
限
と
し
て
、
４
回
に

分
割
し
て
納
付
し
ま
す
。
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